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「新たな出会い」

動物部門　舟橋	正隆

　東海村の水域は、北部を流れる久慈川、東部の
太平洋、南部の新川、村内に点在する池沼や小川
などがあり、豊かな自然をつくり出しています。
今回の調査では、これまでほとんど触れられてい
ない海岸から浅場の海域も対象に入りました。こ
れにより、淡水と海水を行き来する水生動物の生
態等を幅広く調査することが可能となりました。
　今年の６月から９月にかけて、久慈川から遠く
離れた水田脇の小川の調査に入り、ミズカマキリ
やエビ類など、多くの水生動物を確認することが
できました。その中に、
まったく予想していな
かったヌマガレイ（カレ
イ科）の幼魚を何度も観
察し、新たな出会いとな
りました。浅海と河口域を行き来する本種を目に
することはよくありますが、水田脇での出会いは
豊かな自然の証であり、あらためてその生態や生
息環境等を探る、よい機会となりました。

■問い合わせ	 生涯学習課文化･スポーツ振興担
当（☎282-1711	内線1423）

東海村自然調査員 presents

　自然調査最前線！！
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　現在、村の自然調査団が村内全域で調査を行っ
ており、自然に関する皆さんからの情報を求めて
います。村内での動･植物、化石･岩石の発見や疑
問･質問等、お気軽に事務局へお寄せください。

「マルチ商法」

　マルチ商法というと誰もが危
機感を抱く取引形態ですが、健
康食品や化粧品など、簡単に利
益が得られるとの触れ込みで、現在も活動はなく
なっていません。ほとんどが口コミで、身近な人か
らの勧誘が拡大の要因となっています。
　友人から「無料の食事会」や「ディナーショー」に
誘われ、「あの人の誘いなら」と参加したところ、食
事の後に健康器具の説明が行われ、実は会員を集
めるイベントだったということがあります。▼断っ
てもしつこく勧誘される▼成功話を聞かされ、契約
するまで帰宅できない状況に置かれる▼友人との
関係を壊したくない▼断ったら申し訳ない――な
ど、人の弱みに付け込んで会員を増やしていく手口
で、特に高齢者の場合、健康不安や孤独は誰もが
抱える問題であり、優しく接してくれる勧誘者を信
頼して、多額の商品購入契約をしてしまうことも珍
しくありません。
　マルチ商法の会員になると、自分で商品を仕入
れて販売するため、仕入れ費用がなければ借金を
勧められます。買い手がいないと在庫を抱えるこ
とになり、新たな会員を探さなければなりません。
自分が入会させた会員が利益を出さないとリベー
トが発生しない仕組みで、だんだんに借金が膨ら
みます。入会させた会員からは苦情が持ち込まれ、
人間関係まで破綻に追い込まれてしまいます。
　簡単なもうけ話をうのみにしてはいけません。加
入しても20日以内ならばクーリングオフできます
ので、消費生活センターへご相談ください。
■問い合わせ　消費生活センター（村民相談室内 
　☎287-0858）

平成27年度に追納できる追加保険料の額

免除された年度
追納保険料額

全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除
平成17年度 14,880円 ― 7,440円 ―
平成18年度 14,930円 11,190円 7,460円 3,730円
平成19年度 14,960円 11,210円 7,480円 3,730円
平成20年度 15,090円 11,320円 7,540円 3,770円
平成21年度 15,160円 11,360円 7,580円 3,780円
平成22年度 15,430円 11,570円 7,720円 3,850円
平成23年度 15,220円 11,410円 7,610円 3,800円
平成24年度 15,070円 11,300円 7,530円 3,760円
平成25年度 15,040円 11,280円 7,520円 3,760円
平成26年度 15,250円 11,440円 7,620円 3,810円
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